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　 自動車の保管場所としての道路の使用は、自動車の保管場所の確保等に関する法律によ
って禁止されています。 

　 道路上の駐車が多いと、緊急車両の通行の妨げとなり、救急車の搬送の遅れや重大犯罪
が起きたときにいち早く現場に向かうパトカーの遅れにつながります。 

　 また、駐車車両の陰から子供が飛び出したり、駐車車両を避けるため、歩行者が道路上を
歩くことで交通事故が起きやすくなります。 

  届出をしている保管場所に適正に駐車することにより、緊急車両が、安全に速く目的地に着
くことが出来ますし、交通事故の抑止にもつながりますので適正な駐車にご協力お願いしま
す。

　　　～　交通ルール　守るあなたが　守られる　～
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